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ハード事業者の数について

地方ブロック向け放送 全国向け放送

前提 ・ ハードを整備する事業者は、ソフト事業者になれるようにすべきではないか。

← ハード投資のインセンティブ確保のためには、ハード事業者が主体的に使えるチャンネルを確保することが必要。

ハード事業者の数 ◇ ハード事業者は地方ブロックごとに１とすることが現実的で

はないか（全国で１に集約することも考えられる）。

⇒ 「地方ブロック向け放送」については、地方別に異なる周波数を用いるため、地

域当たりの提供サービスが少なくなること等のビジネスモデルから、全国向けと比

べて、よりハードの設備投資の抑制のインセンティブが働くこととなる。

このため、ハード事業者は地方ブロックごとに１とすることがより強く期待されるの

ではないか（全国で１に集約することも考えられる）。

なお、ハード事業者が２であっても、共同で設備を整備・運用すれば、実質的

には設備投資の抑制が可能。

◇ 次の選択肢があるのではないか。
① １のハード事業者とする
② ２のハード事業者とする

① １のハード事業者 ② ２のハード事業者

設備投資額
⇒ 「全国向け」の市場規模は、

複数のハードの設備投資に堪
えられるものか。

少ない 多い（二重投資となる）
※ 二重投資となっても事業性は確保できるとの考え方もある。

周波数の有効利用 優る
⇒ ハード事業者間のガードバンドの確保が不要であるため、
その分チャンネル（番組）にあてることができる。

劣る
⇒ 仮に、相当のガードバンドを確保しない場合、同一の場所に置局
する必要が生じ、置局の自由度は失われ、全国を１のチャンネルでカ
バーする事業者の工夫が発揮できず、設備競争を確保する意味がな
くなる。

競争の促進による効果 なし
⇒ 放送エリアのカバーの競争は、「世帯カバー率９０％以上」
との条件で代替可能。

あり
⇒ ハード事業者間で競争が促進され、
・ 放送エリアのカバー率
・ 屋内での受信環境
の向上が期待される。

別紙１

（注） 「３以上」のハード事業者は、設備投資効率や周波数の利用効率を考えると基本的には想定されない。
1



技術方式の在り方（①複数の技術方式で放送が提供されることの是非）
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選択肢 同一の技術方式による場合 複数の技術方式による場合

受信機の普及

の確保

○ ×

・ １つの受信機ですべての事業者の放送を受信でき、受信機の普及に資する。
（Ｖ－ＬＯＷとＶ－ＨＩＧＨの技術方式を統一すれば、更に普及に資する）

・ デュアルモードの受信機については、①必ずしも一般的になるとは限らないこと、
②ロイヤルティの負担等で端末のコストアップとなることから、利用者負担の増加
が懸念される。

・ 複数の技術方式に対応したデュアルモードの受信機があれば、すべての放送を
受信できるようになるではないか。

事業者の自由度

の確保

× ○

・ 事業者が技術方式を選択不可能。

・ 技術方式には、その選択に影響を及ぼすほどの著しい差異はないと想定される。

・ 事業者が技術方式を選択可能。

競争環境

の確保

○ ○

・ 同一の技術方式であっても、ソフト事業者が複数あれば、その間での「コンテン
ツ」の競争が確保。

・ 異なる技術方式に基づく事業者間競争が確保される。

ハード事業者の数 １とする場合 複数とする場合

設備投資額

（「全国向け」の市場規模は決し
て大きくないのではないか）

（１のハード事業者とすれば）小 （複数のハード事業者とすれば）大

ガードバンドの必要性等

（ガードバンドがない方が電波
の有効利用に資する）

（１のハード事業者とすれば）なし （複数のハード事業者とすれば）あり （又は置局が制約）

（参考：ハード事業者数との関係）

（参考：その他）

海外の状況等 ・ 海外では、同一の国において、複数方式を導入している例はないのではないか。 ⇒ すくなくとも「米国」、「英国」は、複数の技術方式を「否定しない」制度であり、結果的に複数
方式となっていないだけではないか。

・ 次世代携帯電話は、自由な事業者の選択に委ねた結果、世界的に１の方式に収
斂する方向。マルチメディア放送について、わざわざ複数の技術方式を導入する
必要はあるのか。

⇒ 実際に１の方式に収斂するとは限らない。仮にそうなるとしても、市場による選択を優先すべ
きではないか。

別紙２



技術方式の在り方（②マルチメディア放送の技術方式として適当なもの）

「マルチメディア放送」の技術方式とするものは、 「ＩＳＤＢ－Ｔ系」「ＤＶＢ－Ｈ」「Ｔ－ＤＭＢ」「ＭｅｄｉａＦＬＯ」から、次の事項により検討すべきでないか。

（注）なお、技術方式の決定に当たり、「技術中立性」は国際的な約束事ではない。

3

項目 考慮すべき事項

国際標準 ① 国際標準となっているか。

技術方式の内容 ② 周波数の効率的利用がよいものとすべきではないか。

③ 高品質なサービスが確保できるものとすべきではないか。

④ サービスの高度化・多様化の実現可能性があるものとすべきではないか。

費用との関係 ⑤ 送信ネットワーク費用が低廉なものとすべきではないか。

⑥ 受信機の費用（ロイヤルティ負担等）が低廉なものとすべきではないか。

その他 ⑦ 事業者が採用を要望しているか。

⑧ 地上デジタルテレビジョン放送の標準方式がＩＳＤＢ－Ｔ方式であり、同方式でワンセグ放送を行っていることをどう評
価するか。

⑨ Ｖ－ＬＯＷとＶ－ＨＩＧＨの技術方式の整合性を確保する必要はあるか。

⑩ 我が国の国際競争力の強化に寄与するものとすべきではないか。

別紙３



参考資料
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ＩＳＤＢ-Ｔ (1ｾｸﾞ） ＩＳＤＢ-ＴＳＢ Ｔ-ＤＭＢ ＤＶＢ-Ｈ ＭｅｄｉａＦＬＯ ＩＢＯＣ

概 要

日本の地上デジタルテレ

ビ放送方式。同一周波数

にてHDTVとの同時送信

が可能

日本の地上デジタル音

声放送方式（ﾜﾝｾｸﾞ放送

と互換の1ｾｸﾞ形式と、独

自の3ｾｸﾞ形式をｻﾎﾟｰﾄ)

欧州のデジタル音声放

送方式DAB（ETSI規格）

を改良したもの

欧州の地上デジタルテレ

ビ放送方式DVB-T（ETSI

規格）の携帯端末向け版

米QUALCOMM社が開発

した方式。FLOはForward 

Link Onlyの略

米iBiquity社開発の音声

放送方式。IBOCはIn-

Band On-Channelの略

概念図

国際標準化（ＩＴＵ－Ｒ勧告*） BT.1833 BT.1833 BT.1833 BT.1833 BT.1833 BS.1114-5

サービス開始時期 2006年4月（日本）
2003年10月（日本）

※実用化試験放送

2005年12月（韓国）

2006年5月（独）
2006年6月（伊） 2007年3月（米） 2002年10月（米）

使用周波数帯 470～770MHz（日本） 188～192MHz（日本）
174～216MHz（韓国）

1450～1492MHz（独）

UHF（470～838MHz）、

L-Band（1.5GHz帯）
716～722MHz（米） AM、FM

伝送帯域幅
約429kHz

（1/14 of 6、7、8MHz）

429kHz（1セグ形式）

1.29MHz（3セグ形式）

約1.54MHz x 3ch多重

（6MHz）

6MHz

（5、6、7、8MHz）

6MHz

（5、6、7、8MHz）

AM：35kHz、

FM：400kHz

伝送方式 OFDM OFDM OFDM OFDM OFDM OFDM

キャリア変調方式
DQPSK、QPSK、

16QAM、64QAM

DQPSK、QPSK、

16QAM、64QAM
DQPSK

QPSK、

16QAM、64QAM
QPSK、16QAM

※QPSKと16QAMの階層符号化も可能

QPSK、

16QAM、64QAM

多重化方式 MPEG-2 Systems MPEG-2 Systems MPEG-2 Systems MPEG-2 Systems MPEG-2 Systems ―

簡易動画符号化方式 H.264/AVC H.264/AVC H.264/AVC H.264/AVC H.264/AVC ―

音声符号化方式 MPEG-2 AAC MPEG-2 AAC MPEG-4 ER BSAC MPEG-4 HE AAC MPEG-4 HE AAC HDC

低消費電力技術
部分受信

（一部帯域のみ復調）
狭帯域 狭帯域

タイムスライシング

（間欠受信）

部分復調

（周波数＋時間領域）
狭帯域

情報ﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ（標準値） 416kbps/429kHz 312kbps/1ｾｸﾞ(429kHz) 1.5Mbps/1.54MHz 5～11Mbps/8MHz 6Mbps/6MHz
97kbps/140kHz
※デジタル信号部分

その他

ISDB-Tワンセグ・DVB-H・

MediaFLOに対応したシン

グルチップが開発（商品化）。
（左に同じ。） － （左に同じ。） （左に同じ。）

ISDB-Tワンセグ・DVB-H・

MediaFLOとの間でシングル

チップは未開発。

携帯端末向け地上デジタル放送の方式比較 出典：海外電気通信、各社HPなど
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ﾃﾞｼﾞﾀﾙ信号 既存ｱﾅﾛｸﾞFM信号

400kHz

70kHz

周
波
数

周
波
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連結送信
可能

* BT.1833：Broadcasting of multimedia and data applications for mobile reception by handheld receivers
BS.1114-5：Systems for terrestrial digital sound broadcasting to vehicular , portable and fixed receivers in the frequency range 30-3000MHz 5



技術方式の在り方

国内規格の制度化

事業者の決定
（認定又は免許）

一のものを制度化 複数のものを制度化

統一された技術方式で
サービス提供

異なる技術方式で
サービス提供

技術方式が同じ事業
者を選択

技術方式が異なる事
業者を選択

（いずれの事業者も同じ
技術方式）

6

① 「マルチメディア放送」は、いずれの状態が望ましいのか。

② 「マルチメディア放送」の国内規格は、いずれが適当か。

ＩＳＤＢ－Ｔ系 ＤＶＢ－Ｈ Ｔ－ＤＭＢ ＭｅｄｉａＦＬＯ

③ 「マルチメディア放送」について、どのような対応をすべきか。



放送に関して現在採用している標準方式とＩＴＵ標準

ＩＴＵ標準化 日本の標準方式 主な採用国等

アナログテレビ NTSC ○ 米、加、韓、台、墨、比

PAL
独、英、蘭、EU 諸国、豪、ニュージーランド、
中国（香港含む）、タイ

SECAM 仏、中近東諸国、露、キューバ、東欧諸国

デジタルテレビ ISDB-T ○ ブラジル

ATSC 北米、韓国

DVB-T 欧州、台

移動体端末向けマルチメ
ディアデータ放送
（Broadcasting of 
multimedia and data 
applications 
for mobile reception by 
handheld receivers)
※右４方式の他、ISDB-T one 

segmentと2.6GHz帯衛星デジタル
音声放送方式を含む

ISDB-TSB
（地上デジタル音声放送

として○）

T-DMB 韓、独、仏（地上デジタル音声放送として）

DVB-H 仏、独等

MediaFLO 米

◎ ＩＴＵ勧告 ・・・国際電気通信連合（International Telecommunication Union）によって行われる国際標準規格の勧告。
（マルチメディア化やグローバルな情報通信基盤確立には、ネットワーク、プラットフォーム、アプリケーション等の間の相互互換性・相互
運用性の実現が不可欠なため、ITUをはじめとする国際機関が標準化活動を実施。）

（注）情報通信審議会で答申を受け、ARIBで規格化されれば、ITU勧告を受けていない技術基準であっても国内での利用は可能。
ただし、その場合であっても、有害な混信を起こしてはならず、また、ITUで定める無線通信規則（RR）に抵触してはならない。

→ ITU勧告を受けていないISDB-Tmmも利用することは可能（ただ、 ISDB-TmmがISDB-TSBの範疇に含まれるものかどうか、見解が分かれる模様。）
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周波数の利用効率・高品質なサービス・サービスの高度化等への対応

ＩＳＤＢ－ＴSB
(※) Ｔ－ＤＭＢ ＤＶＢ－Ｈ ＭｅｄｉａＦＬＯ

周波数の利用効率

（伝送方式上の違い）

• 基本的には優劣はない。（MediaFLOの優位性は、広帯域（6MHz）を活用した統計多重効果によるものであり、他
の方式でも同様の技術を採用することにより、大きな差は生じないと考えられる。）

• ＩＳＤＢ－ＴSBは最少のチャンネル幅が最も小さく、確保できる周波数帯幅が狭い場合に有利。

標準周波数利用効率 約1bps/Hz 約1bps/Hz 約1bps/Hz 約1bps/Hz

最少のチャンネル幅 430kHz (6/14MHz) 1.7MHz 5 MHz 5 MHz

伝送可能なコンテンツ形式

（多重化方式上の違い）

• 実現可能なサービスに大きな差は生じないと考えられる。

ﾌｧｲﾙﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞの可否 可能 可能 可能 可能

限定受信

（有料放送への対応）
可能 可能 可能 可能

映像品質

（アプリケーション上の違い）

• フレーム数について規格上の優劣はなく、サービス差は運用上の問題。

• 映像圧縮技術はいずれもH264を採用しており、同等のビットレートであれば、画質に大きな差は生じないと考えら
れる。

標準映像サイズ 320×240 320×240 400×240 400×240

フレーム数 15～30フレーム／秒 最大30フレーム／秒 最大30フレーム／秒 最大30フレーム／秒

消費電力 • 携帯電話の消費電力は液晶部分が支配的で、放送方式の違いによる影響は少ない。

• 消費電力は、受信機の実装によっても変化する。

省電力技術
必要な周波数セグメント
のみ部分受信

帯域幅縮小 間欠受信
必要な論理チャンネル
のみ復調

(※) 現行のワンセグ受信機やデジタルラジオ受信機との共用が可能で、また13セグメントを利用した高速大容量ダウンロードサービス
にも対応可能なISDB-Tmm方式が現在検討されている。
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方式 支払先 対象となる技術 対象行為 支払額 備考

ＭｅｄｉａＦＬＯ クアルコム クアルコムに権利があるもの。

①製造したチップ
の販売

これまでチップメーカー３社に
ついて、ロイヤルティフリーの契
約を締結しており、今後もその
方針。

②製造した端末の
販売

クアルコムがライセンスを有する
通信技術を用いた端末にMediaFLO
が搭載されるマルチモード端末に対
しては、ライセンス契約の標準的な
条件に従って、標準ロイヤルティ
レートよりも高いレートを設定するこ
となくライセンスを行う。

・ クアルコムのFLO基本特許をマルチモード
CDMA/FLO携帯端末に使用する場合には、CDMA端
末（CDMA2000及びW-CDMAを含む）にかかる標準特
許料に追加特許料を付加しない。

その他は未定。
・ またCDMAを搭載していないFLO携帯端末に対しては、

クアルコムは、公正、妥当、且つ無差別な条件に則り
FLO基本特許の使用を許諾。

ＩＳＤＢ ＜パテントプール方式のメリット＞

一般的には、権利者が多くいる、異質な権利者がいる、
権利を利用する実施者が多いことがポイントであり、

①対応窓口が明確であり、条件が公表され、公平である
ので、事業計画がたてやすく、参入リスクが少ない、

②個々の権利者に個々にロイヤルティを支払うよりも、ロ
イヤルティの支払合計額は低くなる、

③ 権利者にとっても、多くの実施者を捕捉する管理の
負担が少なくなる、

ことがメリットと考えられる。

【参考】
ＩＳＤＢ－Ｔ

アルダージ
（パテントプール

会社）

ＡＲＩＢの関係規格（基本的にすべ
て）
※ このほかのものとして、MPEG2、AAC、

MPEG4がある。

○製造した端末の
販売

（アルダージが公開、実
施しているライセンス条
件）

￥２００／台（３波共用機）
￥１００／台（１波のみ）

【参考】
ワンセグ

￥ ５０／台

￥ ５０／台（３セグのみ）
￥ ７５／台（ワンセグと一体）ＩＳＤＢ－Ｔｓｂ

ＤＶＢ－Ｈ
ＳＩＳＶＥＬ

（パテントプール
会社）

ＤＶＢ－Ｈ準拠規格
○製造した端末

の販売

【基本仕様】
€０．６／台（～１００万台）等
【オプションを加えた仕様】
€０．７／台（～１００万台）等

・ 早期導入を奨励するため、２０１１年まで割引料
金を設定（２００８年：４０％、２００９年：５５％など）。

・ 多数の端末を出荷した場合の最大支払額を設定
（２００９年：€１００万、２０１０年：€３００万など）。

【参考】
Ｗ－ＣＤＭＡ、
ＣＤＭＡ２０００ クアルコム

ARIB関係規格の中でクアルコムに権利
があるものを含めて、製品に関連しクアル
コムが所有する特許技術群
※ このほか、クアルコム以外の会社が保有す
る特許技術のライセンス処理が必要

①製造したチップの
販売

非公表
・ 自社でチップを製造し、それにより端末を販売する場
合は不要（＝②のみ。）。

②製造した端末の販
売

端末のメーカー出荷価格の５％未
満

・ 標準料率が設定された1991年当初より5％未満の料率
は一定。（第４回会合資料５参照）

・ 対象特許数は1991年は37件であったが、2006年まで
にその数は6100件以上。

【ヒアリング結果】 各方式ごとのロイヤルティについて
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【メーカへのヒアリング結果】 複数方式への対応

ヒアリング事項 考え方

技術方式について ● ワンチップ化が実現したとしても、

・ アプリケーションソフト等、共通化できない部分の開発が発生する。

・ 試験、確認作業に２重の手間を要する。（３社）

● 一般論としては、複数の技術方式が併存することは望ましいことではない。

● ワンチップ化が実現しても、複数方式に対応する端末を作るかどうかは、別の問題。

● ワンチップ化の実現の有無に関わらず（当然ワンチップ化の実現は強く望まれる）、
それがユーザー・携帯電話事業者のニーズであれば、複数方式に対応する端末は作
る。

事務局による携帯電話端末メーカー（３社）へのヒアリング結果
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○ 「ＩＣＴ国際競争力強化」とは

「我が国に本拠を置く事業部門（海外拠点を含む。）によるＩＣＴ関連の財・サービスの精算・販売活動のグローバル部門（国内市場を含む）における海外の産業に対する相対的
な競争力を強化すること、さらに、国内市場及びこれから成長するグローバル市場におけるＩＣＴ産業の競争力を支える国の能力も高め、我が国の経済的繁栄、国民生活の向上
に貢献すること」

① 産学官連携の有機的・横断的な取組の強化

② 「ＩＣＴ国際競争力強化プログラム」をパッケージとして推進

③ 「国際共生力」向上のための戦略的な国際連携・協調、国際貢献

ＩＣＴ国際競争力強化の基本戦略

・ 次世代ＩＰネットワーク

・ ワイヤレス

・ デジタル放送

【ＩＣＴ国際競争力強化プログラムの重点３分野】

デジタル放送分野の基本戦略

(2) ＩＳＤＢ－Ｔ方式（ワンセグ放送機能）をベースとした携帯移動端末向け放送方式の海外普及を図ること

携帯電話等のモバイル端末の世界的な普及に伴い、今後特に携帯移動受信サービスへの需要の急速な拡大が期待されることから、この面で高い性
能を誇るＩＳＤＢ－Ｔ方式をベースとした携帯移動端末向け放送方式の普及を図ることが、デジタル放送分野での我が国の国際競争力強化を図るため
に重要である。

① ワンセグの経済性等への需要、ＩＳＤＢ－Ｔの普及に併せた横展開等

携帯移動端末向け放送については、・・・固定受信向け放送方式の採用動向に加え、・・・我が国方式採用の働きかけを積極的に行う対象国につ
いてある程度の絞り込みを行うことが必要である。

・・・普及対象国の放送事業（技術、制度、環境）や携帯移動端末向け放送に対する需要、放送事業者と通信事業者の関係、市場規模等について
の情報収集を事前に十分に行い、対象国の絞り込みを行うことが望ましい。

② プロトタイプの開発からデモンストレーションの実施、ビジネスモデルの提供、試行サービスの展開までの戦略的な実施

・・・積極的にデモンストレーション等の活動を展開すべきである。

・・・今後は端末の連続使用時間や扱えるデータ量での優位性も、技術的には評価の際の大きなポイントになってこよう。従って、これらの面での優
位性も確保することは不可欠であり、放送方式自体の高圧縮・多チャンネル化、省電力化等による高度化、セグメントの柔軟な活用を目指した規格
の改良を継続的に行う必要がある。

４ 具体的取組方策

３ 基本戦略
・・・国内ニーズだけではなく海外普及をも念頭においた多様性・柔軟性のある技術や方式の開発、研究開発・標準化・知財処理・普及等を一元的に行う

ための体制の構築、国際標準化や国際活動を主導できる専門的人材育成の強化、などに特に配意すべきであると考えられる。

国際競争力の強化（「我が国のＩＣＴ国際競争力強化戦略」（平成１９年４月２３日）より）
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ワンセグ

DVB-H

T-DMB

MediaFLO

固定受信はDVB-T（移動受信については未定）

RRC加盟国（※DVB-T採用の可能性が高い）

現在DVB-T採用国２３カ国中１4カ国がDVB-Hを
採用していることからDVB-H採用の可能性が高い

フランス
DVB-H（試験放送）
T-DMB（試験放送）
※固定受信はDVB-T

2007年7月現在
出典:OECD報告書他各種資料

イギリス
DAB-IP（2006年9月開始）

DVB-H （試験放送）
T-DMB（試験放送）

MediaFLO（試験放送）
※固定受信はDVB-T

イタリア
DVB-H（2006年6月開始）

※固定受信はDVB-T

ドイツ
T-DMB（2006年5月開始）

DVB-H（試験放送）
※固定受信はDVB-T

諸外国の携帯端末向け放送サービスの現状

韓国
T-DMB（2005年12月開始）

※固定受信はATSC

日本
ワンセグ（2006年4月開始）

ISDB-TSB（実用化試験）

アメリカ
MediaFLO（2007年3月開始）

DVB-H（2007年商用予定）
※固定受信はATSC

ニュージーランド
DVB-H（試験放送）
※固定受信はDVB-T

オーストラリア
DVB-H（試験放送）
※試験放送はDVB-T

スペイン
DVB-H（2007年商用予定）

※固定受信はDVB-T

スイス
DVB-H（試験放送）
※固定受信はDVB-T

中国
T-DMB（2006年5月開始）

独自方式も模索

ベトナム
DVB-H（2006年4開始）
※固定受信はDVB-T

オランダ
DVB-H（試験放送）
※固定受信はDVB-T

スウェーデン
DVB-H（試験放送）
T-DMB（試験放送）
※固定受信はDVB-T

ポルトガル
DVB-H（試験放送）
※固定受信はDVB-T

香港
DVB-H（試験放送）

台湾
DVB-H（試験放送）

シンガポール
DVB-H（試験放送）

マレーシア
DVB-H（試験放送）

インドネシア
DVB-H（試験放送）

フィリピン
DVB-H（試験放送）

インド
DVB-H（試験放送）
T-DMB（試験放送）

ベルギー
DVB-H（試験放送）

ノルウェー
T-DMB（試験放送）

デンマーク
DVB-H（試験放送）
T-DMB（試験放送）

フィンランド
DVB-H（2007年5月開始）

※固定受信はDVB-Tアイルランド
DVB-H （試験放送）

ポーランド
DVB-H（試験放送）

オーストリア
DVB-H（試験放送）

アルバニア
DVB-H（2006年12月開始）

ウクライナ
DVB-H（2007年商用予定）

南アフリカ
DVB-H（2007年商用予定）

カタール
DVB-H（試験放送）

ブラジル
ワンセグ（試験放送）

※国名に黄色の網掛 を付した国はサービスが開始されている国。
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